
「広報いたばし」広告掲載のご案内 

１．申込から掲載までの流れ（詳しい内容は区ホームページ参照） 

申 込 

希望する発行号の申込締切日までに、申込書・広告原稿案を直接・郵送・Ｅメールのいずれかで、広聴広報課広

報係にご提出ください。 

※新規申込の場合は、会社・団体などの概要がわかる資料を併せてご提出ください。 

※広告原稿案は、広告内容が分かるものであれば、形式は問いません。 

 

審査・決定 

内容を審査のうえ、掲載の可否を決定します（申込多数の場合は抽選）。 

掲載の可否は、申込締切後から約 2週間程度で決定し、申込者に通知文を郵送します。 

※掲載決定者には、広告掲載料の納入通知書も同封します。 

 

掲載料の納入・ 

完全版下の提出 
掲載が決定した場合は、期限までに、広告掲載料の納入・完全版下の提出をお願いします。 

 

校 正 
各号の編集担当者より、校正依頼の連絡をさせていただきます。 

指定する期限までに、広告内容をご確認のうえ、ご連絡ください。 

 

発 行 完成した広報紙を郵送します。 



２．広告掲載位置・サイズ（見本）※刷り色は黒色・掲載料は 1回あたりの金額 

 ●1～7号広告（月 2回）…紙面下部に「広告コーナー」を設けます。原則、8面構成の場合は 6面・7面のいずれか、4面構成の場合

は 2面・3面のいずれかに掲載します。 

 ●8号広告（月 2～4回）…1面・8面を除く、各面の欄外余白下に掲載します。 

 

     

     

1 号（縦 3.325×横 4.75 ㎝） 

25,000 円 

     

     

3 号（縦 3.325×横 9.7 ㎝） 

50,000 円 

     

     

5 号（縦 6.79×横 14.65 ㎝） 

150,000 円 

     

     

6 号（縦 6.79×横 19.6 ㎝） 

200,000 円 

     

     

7 号（縦 6.79×横 24.55 ㎝） 

250,000 円 

     

     

2 号（縦 6.79×横 4.75 ㎝） 

50,000 円 

     

     

4 号（縦 6.79×横 9.7 ㎝） 

100,000 円 

※8号（縦 1×横 23㎝）20,000円 



３．注意事項 

①広告の内容は、各種法令などによる「表示しなければならない項目」「表示してはいけない項目（表現）」について、十分にご確

認のうえ作成してください。法令などの要件を満たしていない場合は、掲載することができません。 

②広告主の業務に関して、区民から「請願」「陳情」などが出されていたり、地域住民との紛争などが起きていたりする場合は、掲

載を取り消すことがあります。 

③広告掲載料の納入・完全版下の提出が遅れた場合は、掲載を取り消すことがあります。また、広報紙発行業務に支障をきたす可

能性があると判断した場合は、その後の掲載をお断りすることがあります。 

  ※広告掲載基準を満たさない広告は、掲載できません。詳しくは、別添「板橋区広告掲載要綱（別表）」をご覧ください。 

 

４．申込先・問い合わせ 

広聴広報課広報係（区役所 4階 23番窓口） 

〒173‐8501板橋区板橋 2‐66‐1 

電話：03‐3579‐2022 

ファクス：03‐3579‐2028 

Ｅメール：sk-koho@city.itabashi.tokyo.jp 


